
 

 

保育士等の子どもの優先入所に係る同意書 

 

 

 川口市長あて 

 

 

 私は、保育所等の利用申込にあたり、保育士等の子どもの優先入所の適用を受けるため、

下記の事項に同意します。 

 

 

記 

 

 

１ 保育所等の利用申込の際、保育士等の資格を証する書類の写しを添付すること 

２ 保育所等の利用開始月から起算して、川口市内に所在する教育・保育施設（※1）に２４

か月継続して勤務すること 

３ 利用開始後１２か月間の勤務時間数の月合計が、利用申込時提出された就労証明書に記

載された勤務時間数と同等であること 

４ 上記２及び３の事項が履行できなくなった場合は、勤務先の都合によるものであっても、

退所届を提出のうえ、子どもが現に利用している保育所等を退所すること 

（※１）…認可保育所、地域型保育事業所、認定こども園又は認可幼稚園 

 

 

 

令和   年   月   日 

 

 

 

保護者（保育士等） 署名 ：                       

 

 

勤務（勤務予定）教育・保育施設：                       
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